
 

 

 

第１号様式          主要事業の進行状況報告書       令和７年９月30日 

６ 東京都公立大学法人 東京都公立大学法人 中期計画の実施 

事
業
概
要 

中期目標を達成するため、社会との価値共創、教育、研究、法人運営の四点について

重点方針を定めた第四期中期計画（計画期間：令和５年度～令和10年度）に基づき、積

極的に施策を展開していく。第四期中期計画では、計画の達成状況を測る上での主要な

判断材料として評価指標を設けており、この指標により進捗状況を確認していく。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成17年４月 公立大学法人首都大学東京設立、首都大学東京開学 

平成18年４月 産業技術大学院大学開学 

平成20年４月 東京都立産業技術高等専門学校が東京都から移管 

令和２年４月 首都大学東京の名称を東京都立大学に、産業技術大学院大学の名称を

東京都立産業技術大学院大学に、法人の名称を東京都公立大学法人に変更 

令和５年３月 第四期中期計画が、東京都知事から認可 

※ 次の内容を東京都公立大学法人ホームページで公表 

・中期計画（https://www.houjin-tmu.ac.jp/about/guideline/） 

・中期計画進捗状況報告書（https://www.houjin-tmu.ac.jp/about/guideline/reports/） 

現
在
の
進
行
状
況 

令和７年度は第四期中期計画の着実な達成に向け、次の取組を推進している。 

１ 社会との連携を通じた様々な価値の創造 

東京で活躍する多種多様な主体と連携し、都をはじめとする自治体の政策課題と各

大学・高専の専門的知見とを結びつけ、新たな価値を創造していく。 

２ 将来の東京の成長を支える人材等の育成 

デジタルや金融人材の育成、主体的な学びの支援、学び直しの機会の提供などを一

層充実させるとともに、国際社会等で活躍できる人材の輩出に向け、教育環境の整備

や基盤強化を実施する。 

３ 新たな知を生み出す高度な研究の推進 

世界水準の基礎研究や社会課題の解決に向けた応用研究を実施し、研究成果を効果

的に発信することで、研究力の向上と研究成果の社会還元を促進する。 

４ 戦略的な法人経営の展開 

社会からの要請が複雑に変化する中で、学長・校長がリーダーシップを発揮しなが

ら、柔軟で実効性ある施策を展開できるよう、運営基盤を強化していく。 

今
後
の
見
通
し 

今後とも、中期計画の進捗状況を適切に管理し、その確認結果等を踏まえて教育研究

の質の更なる向上や業務運営の改善に取り組んでいく。また、英語学位プログラムの導

入、国際系新学部の開設準備など国際化の推進や研究力の強化（都立大）、次世代の産

業技術界を牽引するＤＸリーダーの養成（産技大）、名称変更した電気電子エネルギー

工学コースのカリキュラム改編（高専）等のほか、環境の変化等に的確に対応した機動

的な法人経営を行うための体制の構築など、第四期中期計画の達成に向けた取組を着実

に実施していく。 

問合せ先 東京都公立大学法人 総務部 総務課 労務安全管理係 電話 042-677-1178 

https://www.houjin-tmu.ac.jp/about/guideline/
https://www.houjin-tmu.ac.jp/about/guideline/reports/

